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平成２９年陸別町議会９月定例会会議録（第３号）

招 集 の 場 所 陸 別 町 役 場 議 場

開 閉 会 日 時 開会 平成29年９月22日 午前10時00分 議 長 宮 川 寛

及 び 宣 告 散会 平成29年９月22日 午後０時02分 議 長 宮 川 寛

応（不応）招議 議席 出席等 議席 出席等
員及び出席並 氏 名 氏 名
びに欠席議員 番号 の 別 番号 の 別

出席 ７人 １ 中 村 佳 代 子 ○ ８ 宮 川 寛 ○

欠席 １人 ２ 久 保 広 幸 ○

凡例 ３ 多 胡 裕 司 ▲

○ 出席を示す ４ 本 田 学 ○

▲ 欠席を示す ５ 山 本 厚 一 ○

× 不応招を示す ６ 渡 辺 三 義 ○

公▲○ 公務欠席を示す ７ 谷 郁 司 ○

会議録署名議員 谷 郁 司 中 村 佳 代 子

職務のため議場に 事務局長 主任主査
出席した者の職氏名 吉 田 功 吉 田 利 之

法第１２１条の規定 町 長 野 尻 秀 隆 教 育 長 野 下 純 一

により出席した者の 監 査 委 員 飯 尾 清

職氏名

町長の委任を受けて 副 町 長 佐 々 木 敏 治 会 計 管 理 者 阿 部 博

出席した者の職氏名 総 務 課 長 早 坂 政 志 町 民 課 長 芳 賀 均

産業振興課長 副 島 俊 樹 建 設 課 長 高 橋 豊

保健福祉センター次長 丹 野 景 広 国保関寛斎診療所事務長 ( 丹 野 景 広 )

総 務 課 参 事 高 橋 直 人 総 務 課 主 幹 空 井 猛 壽

教育長の委任を 教 委 次 長 有 田 勝 彦

受けて出席した者の

職氏名

農業委員会会長の 農委事務局長 棟 方 勝 則

委任を受けて出席し

た者の職氏名

議 事 日 程 別紙のとおり

会 議 に 付 し た 事 件 別紙のとおり

会 議 の 経 過 別紙のとおり
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◎議事日程

日程 議 案 番 号 件 名

１ 会議録署名議員の指名

２ 議案第７０号 平成２８年度陸別町一般会計歳入歳出決算認定について

平成２８年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出
３ 議案第７１号

決算認定について

平成２８年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計
４ 議案第７２号

歳入歳出決算認定について

平成２８年度陸別町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定
５ 議案第７３号

について

平成２８年度陸別町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認
６ 議案第７４号

定について

平成２８年度陸別町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算
７ 議案第７５号

認定について

平成２８年度陸別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認
８ 議案第７６号

定について

◎会議に付した事件

議事日程のとおり
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開議 午前１０時００分

○議長（宮川 寛君） 多胡議員より、欠席する旨、届け出がありました。

────────────────────────────────────

◎開議宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これより、本日の会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、７番谷議員、１番中村議員を指名します。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 議案第７０号平成２８年度陸別町一般会計歳入歳出決算

認定について

◎日程第３ 議案第７１号平成２８年度陸別町国民健康保険事業勘定

特別会計歳入歳出決算認定について

◎日程第４ 議案第７２号平成２８年度陸別町国民健康保険直営診療

施設勘定特別会計歳入歳出決算認定について

◎日程第５ 議案第７３号平成２８年度陸別町簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について

◎日程第６ 議案第７４号平成２８年度陸別町公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算認定について

◎日程第７ 議案第７５号平成２８年度陸別町介護保険事業勘定特別

会計歳入歳出決算認定について

◎日程第８ 議案第７６号平成２８年度陸別町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算認定について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 第二日目に引き続き、日程第２ 議案第７０号から日程第８ 議

案第７６号までの平成２８年度陸別町各会計歳入歳出決算認定について７件を一括議題と

します。

提案理由の説明を既に終えておりますので、各議案の質疑、討論、採決を行います。

一般会計にかかわる質疑は、別途配付しております審議予定表のとおり、科目を区切っ

て進めてまいります。他の科目にも関連する質疑があるときは、歳入全般、歳出全般につ

いての質疑のときに行ってください。また、歳入、歳出相互に関連するときは、歳入歳出

全般の質疑のときに行っていただきたいと思います。

次に、質疑の回数については、区切った科目において原則３回までとし、それでもなお
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十分な答弁が得られていないと議長が認めたときは、回数をふやして進めてまいりたいと

思います。

それでは、議案第７０号平成２８年度陸別町一般会計歳入歳出決算認定についての質疑

を行います。

事項別明細書は、８ページから参照してください。

まず、歳入についての質疑を行います。

１款町税、８ページから１１ページ上段まで。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、２款地方譲与税、１０ページ上段から、８款地

方特例交付金、１３ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、９款地方交付税、１２ページ下段から１１款分担金及び負

担金、１５ページ下段まで。

２番久保議員。

○２番（久保広幸君） それでは、歳入の９款地方交付税についてお伺いいたします。

収入済額２４億４,３５４万７,０００円につきまして、議案説明書資料ナンバー２０、

ここの交付税・臨時財政対策債発行可能額の推移の表を見ますと、普通交付税と、償還元

利金が後年度交付税措置となります臨時財政対策債をあわせた額が、平成２８年度決算及

び今定例会に提案され承認されております、平成２９年度一般会計補正予算を見まして

も、減少傾向にあります。これは国の算出方法によるものとのお答えをいただいておりま

すが、それは基準財政需要額を算定する際における人口などの測定単位の減少だけではな

く、これは６月の定例会において決議されておりますが、地方財政の充実・強化を求める

意見書に掲げられました地方交付税の算定基礎となる単位費用の一部積算に、いわゆる

トップランナー方式及びインセンティブ改革の考え方が反映されているのかお伺いいたし

ます。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） 交付税の算定の関係につきましての御質問でございます。

説明のときに、副町長のほうからの説明があったと思いますが、大きなものとしては臨

時費目等の減額、単位費用等の減額によって変わっているということであります。トップ

ランナー方式につきましては、特別な算定方式が加わったということではなくて、算定基

礎となる単位費用の一部の積算について、民間委託等による合理化の要素を影響させたも

のというふうに定義づけられております。

当町では該当する費目も多くはありませんので、影響は多少はあったと思いますが、

トップランナー方式による積算が大きく今回の減額に影響しているというものではござい

ません。地域経済の雇用対策の単位費用が大きく減額されているということで、国、道の
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分析でも示されているところであります。

ちなみに、トップランナー方式による減少額については、今、特別に積算をしておりま

せんので……トップランナー方式は、今、申しましたように、民間委託等による合理化の

要素で上乗せするというものでありますが、全体としてうちのほうでそれほど大きな影響

のところがありませんので、減額となっていると思われます。先ほど申しましたように、

特別に積算しておりませんので、どのぐらいここによって差が出ているということは、計

算をしておりませんので御了承いただきたいと思います。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ２番久保議員。

○２番（久保広幸君） ただいま御答弁をいただきましたが、普通交付税と臨時財政対策

債、これをあわせたものを比較させていただきますと、２７年度に比べまして、２８年度

は１億２,４００万円余り減額であります。さらには、補正予算で出ておりました平成２

９年度、これにつきましても２８年度に比べまして、１億６,９００万円余りの減額が見

込まれるということでありまして。先ほどインセンティブのことを申し上げましたが、実

は一般質問の際にもお話しさせていただきたいと思いますが、結果的にインセンティブを

国は考えるということでありまして、介護保険事業でも今、既に言われている部分がござ

います。そういうことで、この減額がもしインセンティブによって反映されているのであ

れば、施策に、費用対効果が施策には必ず伴うわけでありますが、施策の面でも考えてい

かなければならないのではないかと、そのように考えているわけでありますが。もし、そ

ういうことも想定されて検討されているのであれば、お聞かせいただきたいと、そのよう

に考えております。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） 今、議員が御質問のインセンティブの関係ですけれども、こ

れにつきましては、交付税算定の中では町全体の施策にも関わってくることかと思います

ので、これについて今、この部分で交付税をふやすために何かをということでは検討はし

ておりません。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 次にありませんか。

佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 細かい話は、今、総務課長が答弁したとおりなのですけれど

も、トップランナー方式、これは２８年度から算定基礎の中に入ってきているのですけれ

ども。行政の低コスト化という部分で民間委託という、総務課長が申し上げたとおりです

けれども。例えばで申しわけないですけれども、小学校、中学校、学校施設の校務補関係

の民間委託ですとか、公民館の民間委託ですとか、そういったものが算定基礎の中に入っ

てくるのです。したがって、その本来の交付税というのは、趣旨が違うのですけれども、

そういうその行政のコストだとか、そういった部分も国がある程度その変え方を入れてき
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ていると。私たちから言わせれば、交付税というのは標準的な財政規模で、全国どこに住

んでいても、標準的な行政サービスを受けられるという、基本的な国から交付されるお金

なのですけれども。そういう行政のコスト面も２８年度ぐらいから交付税の算定基礎の中

に入ってきていると。そういった大きな考え方の中にはそういったこともあるということ

をちょっと補足させていただきたいと思います。

以上です。

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、１２款使用料及び手数料、１４ページ下段から

１９ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、１３款国庫支出金、１８ページ下段から、１４款道支出

金、２７ページ中段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、１５款財産収入、２６ページ中段から、１８款

繰越金、３３ページ上段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、１９款諸収入、３２ページ上段から３７ページ上段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、２０款町債、３６ページ上段から３９ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、歳入全般について行います。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 以上で、歳入の質疑を終わります。

次に、歳出の質疑を行います。

事項別明細書は、４０ページから参照してください。

まず、１款議会費全般、４０ページから４１ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、２款総務費１項総務管理費１目一般管理費、４０ページ下

段から、５目財産管理費、４５ページまで。

２番久保議員。

○２番（久保広幸君） それでは、１目一般管理費、１９節負担金補助及び交付金、支出

済額６,５７６万７,６２９円につきまして、質問させていただきます。

この中には、新地方公会計導入に係る北海道自治体情報システム協議会負担金１５９万

３,０００円が含まれていると思います。これは、当初予算では１３節委託料で計上され

ておりましたが、予算を流用いたしまして１９節に計上し直されたものであります。この

新地方公会計の導入につきましては、昨年３月の定例会における議案書の説明資料で説明

をいただいておりますが、まず、この導入はいつからが予定されているのかをお伺いいた
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します。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） ２８年度の決算分から導入ということで考えております。

○議長（宮川 寛君） ２番久保議員。

○２番（久保広幸君） そういたしますと、これからこの決算の認定が終わり次第、移行

の作業に入ると思いますが。それではお伺いいたしますが、現行の会計、町の会計は、現

金主義の会計処理に一部繰越明許費を上乗せしているということで、私どもにとりまして

は、なかなかわかりづらい部分がございます。先ほど申し上げました、昨年の３月にいた

だきました説明資料では、導入される新地方公会計は、発生主義による処理ということに

なっております。その際に、この繰越明許費の取り扱いがなくなるのかどうかお伺いいた

します。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） 新地方公会計の財務諸表の中では、この取り扱いはなくなり

ます。先ほど、議員から言われましたように発生主義でありますので、その年度、年度の

会計分が出てきます。したがいまして、例えばですけれども、２７年度から繰り越され

て、２８年度に執行した分につきましては、２８年度の会計分として処理されます。その

分を区分して、繰越明許費という名目での表現はございません。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ２番久保議員。

○２番（久保広幸君） 繰越明許費がなくなりますと、例えば１２４ページの実質収支に

おける繰越額、この中にはここに書いてありますように、繰越明許費に相当する一般財源

を控除して翌年度に繰り越す、こういう必要もまずなくなるということであります。それ

で、一段とわかりやすい、私から見れば一段とわかりやすい会計になるわけであります

が。いずれにしましても、今度の会計の仕組みでは減価償却、それから債権等の評価等も

入ってくるだろうと思いますが、この移行に向けたスケジュール、一応どのようになって

いるのかお伺いしたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） ２８年度の予算の中で、委託料から負担金に移行しておりま

すけれども、現在、うちの陸別町で使っている財務会計のシステムと、この今回やろうと

している自治体情報システム協議会が、株式会社ハープというところのサーズという新公

会計に連動できるシステムを構築しております。これに伴いまして移行してまいりますの

で、事前に資産の関係については、各担当から入力をもうされております。これを財務会

計の中に取り込みまして、その上で２８年度の決算のシステムを取り込んでいくというこ

とで、２９年度中には全部できあがるという目標で進めております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかにありませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、同じく２款総務費１項総務管理費６目町有林野

管理費、４６ページから、１０目諸費、５１ページ上段まで。

１番中村議員。

○１番（中村佳代子君） ４６ページ、企画費の地域交通利用促進と空き家等対策につい

てお伺いいたします。

この地域交通の助成金ですけれども、３分の２が当たるということで、去年は２,０９

０人の人が利用したということですけれども、乗っている町民は何割ぐらいの人か、使っ

ていない人もいるのかどうか、パーセンテージでわかれば教えていただいと思います。

それと、空き家対策ですけれども、以前にも説明を受けていますが、２８年の具体的な

業務と進捗状況と、ことしどういうふうな動きをしていくのか教えてください。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） まず１点目の地域交通の助成金の、利用されていない方の数

なのですけれども、こちらについては特段、使っていませんか、使っていますかというこ

とで確認はしておりませんので、数字については、申しわけありませんが、こちらでは押

さえておりません。

続きまして、空き家対策の関係でございます。空き家対策の関係につきましては、現

在、空き家の調査を２７年度から行いまして、市街地で１０５件、郊外で５６件あるとい

うことは、以前の議会で御報告をしております。その中で、その調査後に既に解体された

家も１５件ほどあります。昨年につきましては、空き家の持ち主、所有者に対して……ま

ず所有者を調査してもらいまして、そちらの方にその空き家の今後の利用ですとか、どの

ように対処していくかということのアンケート調査を行った上で、これから空き家対策の

計画書を作成していくということになります。素案につきましては、昨年中に作成をして

おりまして、これから正本に向けてさらにつめるということになります。

これからのことになりますけれども、空き家対策につきましては、既に陸別町では景観

形成事業におきまして、市街地の空き家については対策が既に進められておりますので、

３町で、足寄・本別・陸別の３町で進めているところでは、国が進める特定空き家、景観

上非常に、著しく悪いと。それからほかの住居に影響を与えるような住宅、これらについ

て、どのような対策をしていくかということで、現在、３町の中でセミナーをこれから開

くようなことにもなりますが、そういった所有者にもお知らせをしながら、特定空き家に

ついての対策を講じていきたいということでございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） １番中村議員。

○１番（中村佳代子君） 最初の地域交通利用促進についてですけれども、通学で使って

いない方の多くは高齢者だと思うのですけれども、ここに用紙が、交付申請書があるので

すけれども、これが大変見にくいという声がよく聞かれます。確かに住所、氏名、書く欄
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が３人分ありまして、あともろもろ人数、何円と書くのですけれども。これ全部記入しな

かれば印鑑がもらえないということで、高齢者の方は乗る前に家で用意していく分にはい

いのですけれども、それがなくて、突然バスに乗って、バスの中でこれを書き込むのはと

ても大変だということなのですけれども。これを簡略化するなり、もっとわかりやすい記

載方法にすることはできないでしょうか。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） その申請書、助成金の申請書の様式につきましては、１名だ

けではなくて、やはり複数で使われる方もいらっしゃいます。ご夫婦で病院に行かれるで

すとか、子どもたちであれば、みんなでちょっと出かけてみるというようなことで御利用

されますので、一人用の様式をつくるとか、二人用の様式をつくるとか、複数にすると混

乱が起きるかなというような予想もできます。

それと、確かにバスの中で記入していただくのは大変なのかもしれませんが、助成をす

る上で、やはり最低限、どこまで行ったか、それに対してバス会社の証明をもらうという

ことは必要事項かなというふうに思いますので、今の段階ではちょっとその件についての

解消方法についてを、こちらで持ち合わせてはおりませんので、何かいい方法があるよう

であれば、ちょっと検討させていただきたいと思います。

ただ、文字、その見にくいという部分につきましては、例えば文字を強調するとか、も

うちょっと枠が広げられるかどうか。その辺についてはちょっと工夫してみたいと思いま

す。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

４番本田議員。

○４番（本田 学君） 同じく企画費の４６ページの移住交流対策ということで、２点ほ

ど伺いたいと思います。

まず、ちょっと暮らし住宅とか、今、１２件、７件、５件とかって出ておりますが、こ

の方たちのまず２８年度の反応というか、どんな感想で帰っていただいたかということを

まず１点と。本当に移住って難しいことで、担当なりが一所懸命やっていると思うのです

が、２８年度のさまざまな東京、大阪などに行ってＰＲしていると思うのですが、その辺

の内容と反応的なものがどうっだったのかということをお知らせいただきたいと思いま

す。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） まず体験住宅関係の利用者の感想でございます。皆さん、こ

ちらに来られるときには、陸別のようなところでゆっくりしてみたいということを目標に

来られていたり、こちらのほうで移住できるかどうかを検討しているという方、それから

道東方面をゆっくり見てみたいと。二居住移住だとか、そういったことができるかどうか

ということを検討しているとか、そういった方が主に利用されているというふうに認識を
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しております。

その中で、陸別町の住宅につきましては、多くの感想が非常にきれいで使いやすいとい

うことで言われております。ただ１点、難点が、ごみの分別が非常に多くて、わかりにく

くて非常に大変ですということで感想をいただいております。ただ、これらにつきまして

は、来た初日に、担当者が説明書を持って説明して、わからない場合には電話をいただい

て対処できるようにしております。そういったことで、担当者に対しての感謝といいます

か、そういったこともよく感想の中には書かれております。

それから、移住関係で、旅費のところにフェア参加とか書いてあるので、その関係かと

思いますが。陸別町のほうでは本気の移住相談会、これは東京でありまして、こちらに

行っております。それから、北海道暮らしフェアでは大阪と東京、こちらに行って、いろ

いろな相談を受けているところです。まず、本気の移住相談会につきましては、昨年の実

績では相談者が９名、大阪につきましては４５名、東京につきましては３５名の方が移住

の相談に見えられているということで、その中で、受け答えの中で出てくるのが、やはり

仕事をする場所はどうなのか。それから冬は生活できるでしょうかというようなこと。そ

れから住宅の関係です。移住した場合に、どういった住宅があるのか。あと皆さん、イン

ターネットで見られておりますので、ちょっと暮らし住宅等がありますから、こういった

ところを利用して、一度、現地を見ていただけるというようなことも説明をしてきている

ところです。

それから、この相談会、大阪と東京の相談会には、移住を応援する会の方にも一緒に

行っていただいて、先にこちらに移住した方の体験談なんかも御説明しているというよう

な状況であります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ４番本田議員。

○４番（本田 学君） 非常に一所懸命やっているということと、僕の耳にも職員がすご

く丁寧に対応しているということも耳に入っております。ぜひ、広域ということではない

のですけれども、ここのコテージだとか、ちょっとだけって、ここを拠点にして、阿寒だ

とか、いろいろなところに行ったりする人たちのことを耳にもするので、ここの小さいと

言ったらあれなのですけれども、ここでまとまるのではなくて、こんな利点もというか、

動きもできますよとかというものも入れると、すごく北海道、北海道と言ったらでかいか

もしれないですけれども、というのもいいのかなと。それと、寒さのことではないですけ

れども、日本一寒いまちで、本当に名のとおって、だけど日本一あたたかいまちですよと

いうこともどんどん、他町に比べると、東京とかに行くと陸別のネーミングというのは、

結構いいのかなと思っていますので、本当に一所懸命やっていただきたいなと思っており

ますが、いかがですか。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） 私も全ての向こうでのやりとりをお話しているわけではない
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ですが、職員のほうもできるだけ陸別のことをお伝えするようにして説明をしているとい

うふうに思っております。今、議員の言われましたとおり、また東京、大阪に行って説明

をする際には、そのようなことも、陸別の魅力と道東方面の魅力も含めて説明できるよう

にというふうにしていきたいと思います。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかにありますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、同じく、２款総務費１項総務管理費１１目交流

センター管理費、５０ページ上段から、１４目企業誘致対策費、５５ページ上段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、同じく、２款総務費２項徴税費、５４ページ上段から、６

項監査委員費、６１ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ民生費に移ります。次に、３款民生費１項社会福祉費、

６０ページ下段から６５ページ下段まで。

２番久保議員。

○２番（久保広幸君） それでは２目老人福祉費、２０節扶助費支出済額１,２２８万１,

８６５円についてお伺いいたします。

これは、養護老人ホーム等、原則的には介護保険施設ではない老人福祉施設の利用に係

る措置費ということでありまして、町内にはこういうサービスはございませんので、町外

にある施設の利用者が対象になっていることと思います。サービスの受給者は、６名と

なっておりまして、昨年度は９名ということでありましたが、この減少傾向は一過性のも

のなのか。あるいは介護保険サービスの拡充に伴って、今後は減少の方向に向かうのかお

伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） 今の御質問、９名から６名に減じているという

ことがありますけれども。今、議員、御指摘の部分、介護保険との絡みもないとは言えな

いとは思っておりますが、現実として、現在、落ち着いた状態なのかなというふうに押さ

えております。というのは、今もこういうことに対する要望、相談は今のところないとい

う状況でありまして、このぐらいの人数で収まっていくのかなというふうに思っておりま

す。

実は、２８年度９名というのも、実は７名から９名にふえた部分がありまして、一過性

でちょっと人がふえて、人が亡くなられて、最終的な人数としては今の６名の数字に近い

数字になってございますので、執行額が２７年度と２８年度でそれほど大きな差違がない

ということになっております。それはちょっと余談になりましたけれども、基本的には今

の段階で、人数的には落ち着いているというふうに押さえているところであります。
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以上です。

○議長（宮川 寛君） ２番久保議員。

○２番（久保広幸君） ただいまお答えいただきました内容で十分理解できるわけであり

ますが、これは介護度がついていなければ、当然、この介護保険施設以外の老人福祉施設

の利用しかないということになるわけでありますが、国の考え方としては、いろいろな

サービスの中で、介護保険を優先するという大前提がございます。そういうことで、そう

いう意向がある面働いて、振り分けられているかという、そういう心配があったわけであ

りますが、当町の福祉行政としてはそういうことではないと。あくまでも利用者の状態

と、ニーズに応じてやっているというふうにお答えいただいた部分で、大変安心はしてい

るわけでありますが。ただ、町外にある施設のサービスでありますから、いろいろな考え

方があろうかと思いますが、今後、特段の振り分けはしないということでありましたら、

私の質問の趣旨に沿うことであろうと思いますので、安心しているわけであります。

○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） 今、議員おっしゃったとおり、特段の振り分け

の予定はございませんし、今後はただ、注意深く見守っていかなければならないという部

分も、もちろんあると思っています。介護保険のほうでも出てきますが、中間施設がない

まちという部分で、この介護を除いた部分でも、やはりいろいろ考えていかなくてはなら

ないところではあるという認識だけはあります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ４番本田議員。

○４番（本田 学君） ６２ページ、２目の老人福祉費の１番下段の介護ロボット導入支

援ということで、９１万８,０００円ということであります。これ、どのようにという

か、導入するときも、いろいろ現場の苦労だとかということで、こういうロボットを導入

してということでありますが、画期的なことだと思うのですが。実際、どのような活用で

今年度というか、２８年度に使用されたのかというところを伺いたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） ただいまの介護ロボットの導入の関係ございま

すが、大きい部分でマッスルスーツと、見守りロボットというセンサーマットがございま

したが、大きな面で言えば、マッスルスーツのほうで説明を申し上げます。

これ今、現在、北勝光生会で利用されているのが、入所の方で寝たきり、もしくはそれ

に近い方で機械入浴をされますけれども、そのときにストレッチャーから入浴用のベッド

に移乗するという場合、その逆、戻る場合も含めて、その移乗の際に特化してというか、

限定して使用しているということであります。機械入浴の対象者が今、１７名と聞いてい

ます。１週間に２回の入浴を行っているということでありまして、感想など、確認シート

などをつくっておりまして、皆さんのその使った感想を書かれているものをいただいたの

で御紹介しますが、介護負担の軽減があったかどうかということで、チェック項目が五つ
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ぐらいありまして、介助作業による腰の負担がどうだったかだとか、介助後の疲労感はど

うか。それから、足腰のふらつきはどうだった。腕の負担はどうだ。膝の負担はどうだと

いう、この五つに特化して評価をさせていると、職員に。その中では、おおむね、非常に

軽減したを７として、非常に負担が増したというコメント１まで含めてありますが、悪く

ても５、いわゆるやや軽減したから、ほとんどが軽減した、もしくは非常に軽減したとい

う、いわゆる介護の負担を減らしているという効果はあるというふうに聞いているところ

でございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、３款民生費２項児童福祉費、６４ページ下段か

ら、３項国民年金費、６９ページ下段まで。

１番中村議員。

○１番（中村佳代子君） ６４ページ、児童福祉費についての発達支援についてお伺いい

たします。

この発達支援促進事業の内容についてなのですけれども、どういう体制で子どもを継続

的にみているのか。あと親との懇談も設けているのか。何歳から何歳までをみているの

か。その辺をお伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） それでは発達支援推進事業につきましてでござ

いますが、こちらにつきましては、昨年度から推進専門員を置きまして、その者を中心

に、担当窓口としては福祉担当に席を置きながら、そこでいろいろ業務やっているところ

でございますけれども、こちらにつきましては年齢制限というのは、一応１８歳までの間

は対象としているということになりますが、実際には保育所、小学校、中学校の、園児、

児童、生徒というところが対象となっております。

２８年度につきましては、親、保護者との関わりだけという方もいれば、子どもも含め

て、あと教師もということも含めますと、全部で１５件の対応をしているところでござい

ますが、内容としましては、もちろん相談、それは保護者からの相談でもありますし、保

育所、小学校、中学校の先生方からも、ちょっと気になるよということも含めての相談を

受けたり、それで支援が必要だということになれば、その支援の方向性について、関係者

を集めて話し合いをしたりするところの、いわゆる中心的な役割を担っているというとこ

ろです。

それで、本当に外部の支援を必要とするということになりますと、うちの場合は足寄町

の児童発達支援センター、足寄町の職員ですけれども、そことのパイプ役も行っておりま

して、そういう支援の方向性ですとか、関わり方をお互いに共有して、子どもたちの成長

のために尽くしているというところが状況であります。
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以上です。

○議長（宮川 寛君） １番中村議員。

○１番（中村佳代子君） そのことについては学校とも連携して行っているのでしょう

か。

○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） 説明が漏れました。失礼いたしました。

もちろん、保育所、小学校、中学校、それぞれと連携をしつつ、教育委員会も含めて、

皆で連携をしているところでございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

２番久保議員。

○２番（久保広幸君） それでは、３項国民年金費、１目国民年金事務取扱費についてお

伺いいたします。

歳入歳出決算書、６８ページでありますが、ここに国民年金事務の表がありまして、そ

の中の新規取得届出１５件につきまして、これは主に新成人というか、二十歳になった第

１号被保険者と捉えてよろしいのかをお伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） ただいまの御質問ですが、新規取得届出１５件であります

が、この内訳を申しますと、いずれも二十歳到達者ではあるのですが、主に学生の方が１

２名、それから厚生年金適用外事業所に勤められる方が該当されるのですが３名、いずれ

も外国人の方であります。この内訳になります。

○議長（宮川 寛君） ２番久保議員。

○２番（久保広幸君） 昨年の新規取得届出数は３件という内容になっているのですが、

この違い、何らかの状況の変化がこの地域にあったということなのかお伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） 申しわけありません。ちょっと昨年との状況の比較はしてお

りませんので、ちょっと調べさせていただきたいと思います。

○議長（宮川 寛君） ２番久保議員。

○２番（久保広幸君） それでは関連いたしまして、議案説明書の資料ナンバー３１、こ

こに国民年金の状況について書かれておりまして、検認率が低下傾向にあるということで

ありますが、これは納付がかんばしくないということかということであります。それか

ら、免除率、これは上昇傾向にありますが、これは主に学生だけとは言いませんが、学生

が対象と理解してよいのか、お伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） まず最初の御質問ですが、検認率ですが、検認率につきまし

ては、御指摘のとおり納付の率になります。それから、免除率についてですが、免除とい
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うのが申請していただいて免除する場合と、法定免除というのがあります。申請免除とい

うのは、主に所得が低い方ということになります。それから、法定免除につきましては、

２種類ありまして、生活保護受給者、それから障害基礎年金受給者が対象になります。そ

れで、当町が免除率が高いというのは、施設入所者の方がいらっしゃいますので、そう

いった方がこの率に反映されていると思います。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、４款衛生費全般、６８ページ下段から７５ペー

ジ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、５款労働費全般、７４ページ下段から７７ページ下段ま

で。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、６款農林水産業費１項農業費、７６ページ下段

から８５ページ下段まで。

４番本田議員。

○４番（本田 学君） ８０ページ、中ほどの４目畜産業費の下の表で優良家畜導入支援

事業ということで、７,６２５万円あります。資料ナンバー３３の２７年度と２８年度を

比較したときに、合計のところの右下なのですけれども、１０８頭で５,９９３万円。そ

して２８年度は９０頭で７,６２５万円ということで、単純にはならないのですけれど

も、割り返すと２７年度は大体５５万円ぐらいなのかなと、牛の値段がです。２８年度が

８４万円という、ただここの割り返しなのですけれども。牛が相当上がっているというの

は、さまざまな所管事務調査等々で農協のほうから聞いているところなのですが、この２

８年度は９０頭ということで、牛の値段が上がって、この８,０００万円以内のというこ

とだと思うのですけれども。この８,０００万円という限度額があるので、買えなかった

とか、そういう方たちがいたのかというところと、これだけ上がっているので、これは陸

別の独自のというか支援制度だと思うのですけれども、そこら辺の使い方というか、この

牛が上がってきているところで、この９０頭というところで金額ありきのところで収まっ

たのかというところなのですけれども。そこら辺は農協とどのようなお話になっているの

かというところを伺いたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） ただいまの優良家畜の件でございますけれども、確かに

平成２７年から２８年にかけて、頭数は減っているのに金額は多くなっているということ

になりますけれども。平成２７年度の途中から牛が相当高騰してきまして、高いものでは

１００万円を超えるとかという状況にもなってきております。２８年度につきましては、

この優良家畜の予算自体も基本は年間８,０００万円ということで、これは農協さんとも
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協議しながら設定をしてきているところでございます。その中で、毎年満度につかってい

るということもございませんので、その年々で農家さんの経営状況とかもありますので、

導入する頭数が年度によって変わってきますが、昨年については、２８年度については、

９０頭のうちおおよそ９０％を占める八十数頭、これは大規模法人２件で活用しておりま

して、全体で５件利用があったわけですけれども、そのうち２件が大規模な法人で、あと

は家族経営の農家さんということで、こういう状況がありました。

近年、家畜が高騰しているということもありまして、農協さんのほうでも買い入れする

には相当な投資にもなるということで、なるべく自家生産、自家保留を進めているという

こともありますので、全員が買うということでもない状況ではあります。金額ありきとい

うことではないのですけれども、お互い協議する中で、この額で設定をして推移してきま

した。

２９年度からまた新たなと言いますか、改めて継続しての取り組みというふうになって

おりますが、２９年度からは総額年間６,０００万円ということで、農協さんとも合意し

ながら進めているところでございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に同じく、６款農林水産業費２項林業費、８４ペー

ジ下段から８９ページ上段まで。

７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） 今の質問の範囲で、８６ページの説明欄と、それから資料のナン

バー３６で質問したいのですけれども。主に森林作業員就業条件整備事業ということで、

取り組まれているのですけれども、資料ナンバー３６によりますと、マックスの稼ぎで３

３名、従業員数になっております。奨励金が総額的に２９０万円云々となるのですけれど

も、一人当たり計算すると８万９,０００円ほど、最高の２５０日まで働いた場合のとこ

ろなのですけれども。そのうち本人の掛け金というのがあるのですけれども、この掛け

金、事業主、町負担、道負担というのを計算してみますと、道と町で各２７％ですが、２

７.４３。あと事業主と本人掛け金が各々２２.５６というふうになるわけなのですけれど

も。この本人の掛け金が約６６万円、先ほどの一人当たりの支給額、それを考えてみます

と、本人の負担は２万２５２円になるのかな、という感じでいくと、自分でもらう分は８

万９,０００円とは言えども、２万は負担していると。こういう奨励政策が果たしていい

のかということなのですけれども。

私としてはこの制度は、どういう流れで、道負担ですから道の事業なのか、その辺と。

それから下の表ありますね、資料のナンバー３６ページ、森林作業員就業条件整備事業該

当者で６５歳未満の者。先ほど言った３３人との差がちょっとあるような気がする。３９

人。６人ほど。これは、この表の説明でいくとちょっと理解しがたいのですけれども、考
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えるには７５歳未満の者が入った上での３９人なのか。その辺の説明をちょっとお願いい

たします。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） 森林作業員就業条件整備事業につきましては、道も助成

をしながら北海道造林協会の担い手センターが実施している事業でありまして、全道統一

の事業であります。これにつきましては、当初から個人も負担しながら事業主、町、道が

それぞれ負担をしながら毎年１２月に一時金的な扱いで、それぞれ林業従事者に支給され

るというものであります。この率自体は当初から変わっておりませんで、このような形で

実施をされております。

それで、この事業自体が昨年、２８年度から道のほうで要領が変わりまして、それまで

は６５歳まで該当していたのですけれども、道の方針で、それを６０歳に引き下げたとい

う経過がございます。それで、その引き下げは本人に対しては支給額が減ってしまうとい

う、高齢者になると減ってしまうということもありますので、その分を町で上乗せして負

担するということで、その下の林業長期就労促進担い手対策事業が、これは町独自の取り

組みになるのですけれども、その中で該当する方について支給をする、上乗せして支給を

するという形で、２８年度から取り組んでおります。

それと、陸別の場合、林業従事者がだんだん高齢化になってきているということで、あ

わせて７５歳まで、この事業に該当させて林業従事者の働く環境を整備していこうという

ことで取り組んでいるところでございます。

○議長（宮川 寛君） ７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） 今の説明で、ちょと複雑な形になるのだけれども。結局、道のほ

うの支給については６５歳が、今度６０歳になったというふうな理解なのかな。それで、

その分、繰り下げたことによって支給される人が少なくなるので、町独自で林業長期就労

促進担い手対策事業ですか、それになったというふうに理解するような説明だったのです

けれども。

この中で私、質問の意図するところは、先ほど、森林作業員就業条件整備事業の上のほ

う、最高に働いた人が３３人いる中で、支給額の２９０万円を割り返すと８万９,０００

円だと。しかし、その中で本人負担の分は２万円ぐらいになりますよと。２２％ですか

ら。という計算をしたわけなのですけれども、町独自でやはり林業のまちとして、やはり

担い手をどんどんつくらないと、山の作業員の若返りがされないという点から行くと、こ

の２２％を町で上乗せした形の支給をしていったほうがいいのかなと思う面もあって質問

しているわけなのですけれども。

先ほどの下の林業長期就労促進担い手対策事業が、これは町単独ということであれば、

これ一人当たり、３９人で６５万円を割り返すと１万６,０００円になるのですよね。と

いう点からいくと、何ぼか町の上乗せ、林業労働者に対する思いやりがあったのかなと思

う面もあるけれども。なおかつまだ本人の負担が何ぼかかかるという、先ほどの上の事業
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の。だから、それを全額、町独自でもっと上乗せというか、本人負担を少なくして、もら

う分は８万９,０００円になるような施策というのをとったほうが、林業労働者に対する

思いやりになるのではないかと思うのですが、この点については今後、取り組む施策とし

て町長の考え方を伺いたいのですけれども。

○議長（宮川 寛君） 野尻町長。

○町長（野尻秀隆君） この点につきまして、いろいろ、町単独ということではなくて、

各方面の意見も聞きながらやっていることでありまして、そこら辺も含めて、順次また協

議していきたいなというふうに思っております。本人の負担が少なくなればなるほど、そ

れはいいことですから。ただ、いろいろそこら辺の調整も今まであったことですし、そこ

らも踏まえて、ちょっと検討していきたいというふうに思います。

○議長（宮川 寛君） ７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） 町長がそういう考えで、関係者と協議するということで、そうい

うお答えをいただいたので、前向きな形でやってほしいのですけれども。とにかく、林業

労働者というのは、過酷な労働と同時に、特殊な技術がいるわけなのです。そういった中

で、事業主に聞くと、今、私も昨年、不慮の事故を起こしたのですけれども。伐倒作業に

対しては相当熟練しないとできないと。そういう中での作業、いわゆる身につけるまでの

相当な期間もかかるという話も聞いていますので、やはり事業主が、簡単にいえば慣れな

い人を作業につかせれば効率も落ちると。そういった意味で少しでも賃金を町のほうで、

林業政策として進めることが今後の若い人というか、技術者を育てることになろうかと思

うので、その辺、十分考えて取り組んでいってほしいと思います。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、７款商工費全般、８８ページ上段から９１ペー

ジまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、８款土木費全般、９２ページから９９ページ下段まで。

６番渡辺議員。

○６番（渡辺三義君） ９６ページの８款土木費２項道路橋りょう費の中の５目街路灯

費、街路灯改修。昨年、２６基、６５８万８,０００円消化されております。最近、町並

も非常に整備されまして、本当に明るくなりました。私どもの町内会もやっていただきま

して、以前からみたら本当に生活しやすい環境になってございます。今年度で本町のＬＥ

Ｄの進捗状況というのですか、その辺のことと。もう１点については、あとどのぐらい

残って完了するのか。その辺、２点についてちょっとお伺いします。

○議長（宮川 寛君） 高橋建設課長。

○建設課長（高橋 豊君） 街路灯に関するＬＥＤ化ということで、全体、ＬＥＤ化とい

うか街路灯が１８２基ありまして、２８年度末で８３基が終わっているということで、率
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にいたしますと約４５.６％ほど終わっていると。今年度も既に１５基が発注済になって

いますので、それでいくと約５４％ほど、まちの中の街路灯が整備されているということ

になります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかになければ、ありますか。９９ページ下段まで。

７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） ９４ページの４目の道路新設改良工事で説明欄の中の町道川向伏

古丹連絡線の改良で４,６００万円なのですけれども。資料ナンバー３７の１を見ます

と、下のほうで４目の川向伏古丹連絡線が４,８００万円というふうになっているのです

けれども、差が４,６００万円からみると２００万ぐらいですか。ちがうのですけれど

も。これは何か資料とこの決算書の９４ページと、この辺がちょっとリンクしないのです

けれども、どういう形なのですか。

○議長（宮川 寛君） 高橋建設課長。

○建設課長（高橋 豊君） この９４ページの道路改良工事の４,６００万円余りについ

ては、これあくまでも工事請負費の金額ということになります。それで、資料の３７の１

につきましては、４,８００万円とあるのは事業費ですので、工事費と別にこの事業に関

わる、例えば旅費だとか需用費だとか、そういったものを含めるトータル的な事業費で

４,８００万円ということで、その差が出ているということでございます。

○議長（宮川 寛君） ７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） いろいろな資料、ずっと計算していくと、例えば殖産４号線。こ

れは単純にこの９４ページの説明の中にある上と下と、町道殖産４号線、二つありますよ

ね。それを足すと同じ数字になるのですけれども。こういった形で決算書をつくる場合に

数字がなるので、どっちが正しいのか。我々見た目で、いわゆる説明資料があれなのか、

決算書があれなのかということを、ちょっと今後のことについて考えがありましたら、私

なりにみやすいような数字でお願いできませんか。

○議長（宮川 寛君） 高橋建設課長。

○建設課長（高橋 豊君） この決算書の９４ページの表は、わかりやすいということ

で、工事費を足せば、この右側のページの工事請負費になるという御理解をしていただい

たほうがいいとは思うのですけれども。あくまでもこの資料の３７の１については、当

然、事業に伴う事務費だとか工事雑費だとか、そういったもの、もろもろが入ってきます

ので、資料３７の１につきましては、この事業費に関わる、例えば歳入関係が工事請負費

だけに歳入が当たるのではなくて、旅費だとか使用料だとか、そういったもの全てが起債

対象になりますので、そういったような形で見てもらえれば、今のままが１番見やすいと

いう形だとは思います。

以上です。

○議長（宮川 寛君） いいですか。なければ休憩したいと思います。
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１１時２０分まで休憩いたします。

休憩 午前１１時１３分

再開 午前１１時２０分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

６８ページ国民年金費、答弁保留がありましたので、それについて答弁をしたいという

ことでございます。

芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） 先ほどは失礼いたしました。久保議員の御質問で、新規取得

届出の件数が、２７年度は３件で、２８年度は１５件ということで、その違いについてと

いうことでありますが、年金の届け出というのは、必ずしも二十歳に到達した年度中に、

皆さんが届け出をしているとは限りませんで、実際に現在は社会保険事務所が管掌してい

るのですが、なかなか届け出をされていないという実態もございます。それで翌年に、例

えば届け出をしたりということもありますので、必ずしも二十歳になったからといって自

動的にということではありませんので、数字に増減が出るということであります。

それともう一つ考えられるのは、ここの決算書に載せております届出件数というのは、

当町で届け出を受けた件数でありまして、直接、社会保険事務所で届け出をした場合の件

数は、ここには入ってございませんので、そういった違いもここに表れていると思われま

す。

以上です。

○議長（宮川 寛君） それでは、次に、９款消防費全般、９８ページ下段から１０３

ページ上段まで。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、１０款教育費１項教育総務費、１０２ページ上段から、３

項中学校費、１１１ページ中段まで。

６番渡辺議員。

○６番（渡辺三義君） １０２ページ、１０款教育費、１項教育総務費の２項事務局費の

の４行目、教員住宅建設費２,７２１万６,０００円、これ昨年、建設されて終了しており

ます。老朽化が進んで、毎年進められていることと思いますが、今後の教員住宅の建設に

ついての、その動向についてどのように進んでいくのか、ちょっとお伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 有田教育委員会次長。

○教育委員会次長（有田勝彦君） 教員住宅の今後の建設の予定ということになるかと思

いますけれども。現在、ちょうど陸別小学校の校門の出入り口から、まっすぐ道道に抜け

る道路の、今、右側から順次、教員住宅の建設をしているところであります。

１番手前のところから、平成２７年度に建設をして、今回、昨年の２８年度、それから

今、実際には今年度建設をして、これは２８年度補正ということで繰明で実施をしている

ところでありますけれども。今後につきましては、今、順番にその下のところから順次１
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棟２戸ずつやっているわけでありますけれども。その上に東１条２区のところで、ちょう

ど道道沿いでありますけれども、２棟４戸がありますので、これについては年次計画を、

実は平成２６年度に年次計画を立てておりまして、基本設計を実施しております。それに

伴いまして、今、あくまでも町の財政状況を踏まえてということになりますけれども、希

望としては毎年１棟２戸ずつをお願いしたいというところでありますけれども。順調にい

けば、この東１条２区のところで５棟１０戸。それから下陸別のところに今、３棟あるの

ですけれども、３棟３戸ですね。この３戸も継続して実施をしていきまして、最終的には

毎年予定どおりにいけば、平成３３年度には下陸別のところまで古い住宅、全て改築がで

きる予定かなというような見込みになっております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、同じく１０款教育費４項社会教育費、１１０

ページ中段から、５項保健体育費、１１９ページ上段まで。

７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） １１６ページの給食費の関係をお聞きしたいのですけれども。こ

の説明の中に、収入金額１,２００万円というの、これは振替でくると思うのですけれど

も、保育所、小学校、中学校、教職員、云々とその他を入れて１,２００万円なのですけ

れども。給食、当町が無料化という形の中で、こういうふうに一応、会計違いで収入に

なっているけれども、町が負担をして、児童生徒には無料でやっていると。これは今後、

全国的な規模になろうかと思うのですけれども。いわゆる憲法で学校給食、義務教育は無

償とするという信念からいって、当然、食育という観点からいくと、本人負担という形で

はなくて、公費でまかなうのが当然なのですけれども。たまたまどういう考えなのか、無

償化って憲法で決められながら、今まで給食、当町はしていないときもあったけれども、

今やっている段階で無償というのは、これは当然、全国的にもこの規模が深まって、今、

全国的に８３市町村が無料化を実施していると。当町は２０１５年から始まったのですけ

れども。

この負担を今後考えていくと、相当な金額というか、いわゆる子どもたちがいる以上、

また自治体としてある以上は、自治体として負担していかないとならないけれども。当

然、憲法で決められている無償化ということになれば、国の責任だと思うのです。そう

いった意味で、町長に伺いたいのですけれども、やはり特別交付税の上乗せというか、給

食費分、その分を今後、行政の陳情として運動をしていってほしいということをまず１点

目質問したいのですけれども。

それと、この表の中で収入金額の欄を見ますと、教職員の人が、これも当町が負担して

いるのですけれども。多分、私は調べてはいないですけれども、給食を有料化していると

ころは、教職員も当然負担してもらっていると思うけれども、当町はこの辺、思いやりで
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教職員にしているのか。それとも、やはり先ほど言った児童の義務教育は無償とする点か

ら、教員の分までみなければならないのかなと、ちょっと引っかかる点があるのですけれ

ども。その辺の考え方、今後、もらうものはもらうという方法がいいのではないのかなと

思う面もあるけれども、思いやり的に行政の、町長の思惑としてやるということであれ

ば、あれでいいのですけれども。私は２４０万円というのは相当な負担だと思う面もある

ので、今後いかがなものかなと思う点をお聞きしたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 議員、御存知のとおり、子育て支援という部分、そういった

部分で子ども、園児、小学生、中学生は無償化ということにしています。先の議会、１１

６ページについても、財政上の中身のことについては説明したと思います。つまり、維持

管理費で、人件費を除いて、決算書のここにあるように３,８００万円、３,８２１万円の

維持管理費を含めて、賄材料費も全部含めてかかると。その中で、収入としては１,２７

０万９,９０８円。これは先ほど言いましたように、保育所園児と小学生と中学生は無料

にして、歳出で同額をみていただいて、その分を過疎ソフト事業の財源を充てて対応して

いると。

したがって、給食センター維持管理基金というのをつくったのもそういう目的がありま

して、やはり一般財源をどれだけ少なくして、この給食を末永くやっていくかと。そうい

う財政的な考え方の中で、給食センターの維持管理基金もつくって、なおかつ一般財源を

いかに少なくして対応していくかと。一方では子育て支援として、園児、小学生、中学生

を無償化することによっての財源に過疎債のソフト事業を充てると。そういうふうにし

て、過疎債を充当とすれば毎年、その元利償還分の７割は交付税にも算定されてくるとい

う、そういう仕組みの中でやっています。

それとあわせて、今言われています教職員については、保育所の職員を含めて、それは

有償であります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） 今、後段で説明した教職員については、いただいているというふ

うに理解していいのですか。本人たちから、教職員から。してもらっているということで

すね。それは今言った子育て支援の云々のほうについては、これは入っていないというふ

うに理解していいのですね。

それで、過疎債を借りながらというのは、今後も、いわゆる義務教育は無償とするとい

う信念からいったらすばらしいことだと思います。全国的にも８３箇所、今、率先して無

料化している。これは、やはり当町として、憲法に基づく形で実施していてすばらしい。

ただ、国の責任ということについても、やはり町長が陳情する段階においては、そういう

ものも当然、国でしなくてはならないものを私たちがやっているんだよということを含め

て、やはり陳情して、少しでも財政負担を、そしてもっと違う面の形の教育に振り向ける



― 23 ―

ような方向というのは必要だと私は思いますので、その辺の動きについてちょっと伺いた

いと思います。

○議長（宮川 寛君） 野尻町長。

○町長（野尻秀隆君） 今、世間を騒がしております衆議院の解散等で、いろいろな小さ

な子どもたちの国のいろいろ負担するとか何とかというのも話題になっていますが。子育

て支援で、これは給食だけに限らず、本来やはり、議員がおっしゃるように、本来、国が

やらなければならないようなことをやはり自治体に任されているというようなことを、と

ても感じる部分もありますので、そこら辺、文科省等々の絡みもありますが、いろいろ訴

えかけていきたいなというふうに思っております。

今、無償化や何かに対しては文科省が調査している段階でございます。

○議長（宮川 寛君） ６番渡辺議員。

○６番（渡辺三義君） 同じく１１６ページ、３目学校教育費、表の学校給食の内訳の中

で、賄材料費が１,２９０万８,５７７円かかっております。そこで、地元の食材費の比率

はどのぐらいあるのか。それとあと、またこの食材が地元からどのような物が調達されて

いるのかお伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 有田教育委員会次長。

○教育委員会次長（有田勝彦君） 給食センターの賄材料費の関係でありますけれども。

これにつきましては、当初から陸別町内にも業者はありますので、なるべく地元からの調

達というのを大原則にしております。ただ、どうしても単価の折り合いの関係で比率がど

うしても上乗せできないという状況でありますけれども。基本的には大体、半々ぐらいと

いうことでスタートしているところであります。これは、陸別としては他の市町村からみ

れば、地元の調達割合は大変多いほうかなということで、努力している部分かなというふ

うには感じられております。

ちなみに、２７年度から給食センター開始しておりますけれども、この調達の率であり

ますけれども、実は２７年度からみると若干、町内比率が減少しております。２７年度、

町内比率が２７年度は４９.８％。２８年度は４４.８％ということで、５.４ポイント減

となっております。町外につきましては、２７年度５０.２％。２８年度が５５.６％とい

うことで、逆に５.４ポイント伸びているということでありますけれども。実は２７年

度、当初、パン・麺の調達がなかなかスムーズにいかない面もありまして、週１回という

ことでありましたけれども、こちらが２８年度はパンまたは麺類につきましては、週５日

の内２回。その他３回がご飯類ということになっております。単価的にはパン・麺類よ

り、米のほうが安いということになりますので、２８年度、このパン・麺類、米について

は全て町外業者ということになるのですけれども、こちらパン・麺類の比率が高くなった

ということで、町外の購入比率がやや上がったということになろうかと思います。

あとは、町内から主に納入している物でありますけれども、基本的には大きな商店につ

きましては、業者２社から交互に、一月ごとにお店を交代して納入をしているということ
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で、主に野菜等の生鮮等の食材については、地元を基本的に使い、一月交代で購入をして

いるということで、それ以外につきましては、北勝光生会等のベーコン、ソーセージだと

か、それから月１回ではありますけれども、りくべつ牛乳でありますとか、それから地元

でつくっております野菜等、この辺についても地元からの調達をして、それが全て地元と

いうわけではありませんけれども、状況に応じて地元から納入できる物をなるべく購入し

ているというような形で努力をして進めているところであります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、１１款災害復旧費全般、１１８ページ上段から

１２１ページ中段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、１２款公債費全般、１２０ページ中段から、１３款予備

費、１２３ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、歳出全般について行います。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、歳入歳出全般について行います。ただし、歳入

歳出の質疑を終えておりますので、相互に関連のあるものに限定いたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、実質収支に関する調書についての質疑を行います。１２４

ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、財産に関する調書について、質疑を行います。

１２５ページから１３５ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第７０号平成２８年度陸別町一般会計歳入歳出決算認定についてを採決

します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、認定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。
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したがって、議案第７０号は認定することに決定しました。

次に、議案第７１号平成２８年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認

定についての質疑を行います。

歳入歳出全般についての質疑を行います。

事項別明細書は、１４９ページから１７０ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、実質収支に関する調書、１７１ページについて

質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第７１号平成２８年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決

算認定について採決を行います。

この採決は、起立によって行います。

本案は、認定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第７１号は認定することに決定しました。

次に、議案第７２号平成２８年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳入歳

出決算認定についての質疑を行います。

歳入歳出全般についての質疑を行います。

事項別明細書は、１８２ページから１９５ページまでを参照してください。

６番渡辺議員。

○６番（渡辺三義君） １９２ページ、歳出２款医業費１項医業費１目医療用機械器具

費。ＣＴ装置、これについてお伺いいたします。

昨年、１２月２６日にＣＴ装置を３,４７７万６,０００円で購入いたしました。今まで

の利用状況についてお伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 丹野診療所事務長。

○国保関寛斎診療所事務長（丹野景広君） ＣＴ装置の利用状況というか、稼働状況で

す。今、議員おっしゃったとおり１２月２６日ということですので、本稼働が１月からと

なります。２０１６年のＣＴが、４月から１２月までの月平均でいいますと、３８人程度

ということになります。月によって検診の多いときとかによっては稼働が多くなったり、

ないときには少なくなったりはします。１月以降は、この新しくなったことが原因という

わけではないのですけれども、月４７人ということで、患者さん総体が少し減っている中
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では、少しふえているというふうになっている状況であります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ４番本田議員。

○４番（本田 学君） 同じページで１９２ページで、３目の医薬品費というところで、

支出済額のところです。３,７８５万７,１４８円というところであります。

６,０００万円ほど医薬品費が決算で下がっているという副町長からの説明を受けまし

た。監査意見書の３２ページから３３ページのところに、外来がふえたと。要因を分析す

るのは困難であるがというところから始まりまして、調剤にかかる時間の軽減、コミニュ

ティーバスの運行の効果も、距離的な問題ですね、一般質問でもさせていただきました

が、効果も考えられるというところがありまして、そして医薬品については、在庫管理の

非常に大変なのかなというところがあります。外来がなくなって、それを院外ということ

になったと思うのですけれども、そのほかの分の入院等々で３,０００万円、なにがしか

の３,７００万円ぐらいですか、という説明を受けました。

医薬品の利幅がそんなにないので、そんなにこれがそっくり抜けて、収入にはそんなに

影響してこないのかなと思うのですけれども、院外になって、お聞きしたいのは、メリッ

ト、患者さんからの、今、こういう監査報告にもありますが、メリットという部分とか

で、どういう反応を患者さんがされているのかというところをまず聞きたいなと思いま

す。

○議長（宮川 寛君） 丹野診療所事務長。

○国保関寛斎診療所事務長（丹野景広君） 議員、御指摘のとおり、薬価自体は、薬価差

益は余りないので、収入に直接の影響をしているわけではございませんが、若干の加算が

とれなくなってるとかいうのはありますが、微減ということだと思います。メリットとい

いますと、今、申し上げたとおり、診療所側のメリットというのは特にないのかなという

ふうに感じますが、患者さん側のメリットでいきますと、メリットと言うより先にデメ

リットでいきますと、やはり今までは診療所で会計を含めて薬をもらって完結できたとい

う部分がありますが、会計と移動を含めて二度手間になってしまっている部分がありま

す。ただ、これにつきましては、先ほどもありましたとおり、コミバスの整備ですとかが

ありまして、一定程度は緩和されているのかなと思います。

患者さん的には、薬の管理、いわゆる病院、何箇所かかかっていて同じような薬をも

らっていて、その薬の調整が必要な方は薬局のほうで、その調整もしてもらっています。

希望があれば、それはお金がかかりますけれども、服薬指導も受けられるということもあ

ります。１番のメリットはジェネリックを使うことになりますので、ほぼ。ジェネリック

になるということで薬価代が非常に下がります。その分が患者さんにとっての負担減とい

うことになっていると思います。さらに、患者さんの負担減ということは、各医療保険の

医療費の減につながっていると。一定程度の効果は出ているというふうに考えているとこ

ろです。
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以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、実質収支に関する調書、１９６ページについて

質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第７２号平成２８年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳

入歳出決算認定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、認定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第７２号は認定することに決定しました。

次に、議案第７３号平成２８年度陸別町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

ての質疑を行います。

歳入歳出全般についての質疑を行います。

事項別明細書は、２０８ページから２１７ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、実質収支に関する調書、２１８ページについて質疑を行い

ます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第７３号平成２８年度陸別町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、認定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第７３号は認定することに決定しました。
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次に、議案第７４号平成２８年度陸別町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いての質疑を行います。

歳入歳出全般についての質疑を行います。

事項別明細書は、２２８ページから２３７ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、実質収支に関する調書、２３８ページについて質疑を行い

ます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、以上で、議案第７４号の質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第７４号平成２８年度陸別町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、認定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第７４号は認定することに決定しました。

次に、議案第７５号平成２８年度陸別町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定に

ついての質疑を行います。

歳入歳出全般についての質疑を行います。

事項別明細書は、２４９ページから２７０ページまでを参照してください。

２番久保議員。

○２番（久保広幸君） それでは、歳入歳出それぞれ１件ずつ、あわせて２件質問させて

いただきます。

最初に歳入の４款支払基金交付金１項支払基金交付金１目介護給付費交付金及び２目の

地域支援事業支援交付金、あわせまして収入済額７,６０６万２,０００円につきまして、

これは社会保険診療報酬支払基金から、４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者である第

２号被保険者から徴収して、市町村等に交付されるものでありますが、この交付金がどの

ように算定されているのか。簡単に概略で結構ですので、お聞かせいただきたいと思いま

す。

それから２点目でありますが、歳出の２款保険給付費１項介護サービス等諸費３目施設

介護サービス給付費１９節負担金補助及び交付金、支出済額１億１,１８５万８,１０２円

につきまして、この施設介護サービスにつきましては、平成２７年４月の改正介護保険法

等の施行後、特別養護老人ホームの入所要件は原則、要介護３以上となっておりますが、
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認知症等の特例の要件を満たす場合には、要介護２以下であっても入所できることになっ

ております。現在、施設介護サービス給付費を支給している方、これは町内外あわせてで

ありますが、そのような特例の入所者がおられるのか。いる場合、どの要件によって入所

されているのかお伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） まず１点目、歳入側、支払基金交付金の概略と

いうことでありますが、こちら、皆さん、御存知のとおり、介護給付費等の全体の２８％

を支払基金が町のほうに交付するという形になります。そのどういうふうに徴収されてい

るのかと言いますと、詳細は各保険者にまかされてしまうのですが、例えば国保及び国保

以外の協会健保とかそういうところでは、ちょっと違いまして、国保につきましては、所

得割だとか均等割だとか、そういうところの保険料の計算のときと同じような計算の中に

介護保険料率を入れて計算をされているというものになります。これには均等割、平等割

というものも含まれているということであります。そのほか、協会健保等の社保につきま

しては、給料及び賞与に、それぞれの保険者が設定した保険料率をかけて出たものを医療

保険とあわせて徴収してプールしていると。陸別町が給付等にかかる、給付全体の２８％

相当分を支払基金が町のほうに出しているというものであります。

続きまして、特例入所でございます。今、議員お話しのとおり、２７年から要介護３か

らということで、入所、原則、要介護３からということになっておりますが、認知症等で

特別な事情があれば要介護１、２の方でも認められれば入所して差し支えないというか、

させてもいいということになりますが。これにつきましては、法律改正のときに、公平性

だとか透明性が必要だということがありまして、町の関与が、適切な関与が必要だという

ことがありますので、陸別町のほうで特別養護老人ホームにおける特例入所に係る指針と

いうものを策定してございます。その中で、特例入所の要件に該当することの判定につい

ては、以下の事情を考慮するということで、先ほど議員もおっしゃっておりましたけれど

も、認知症である者で日常生活に支障をきたすような症状、行動、意思疎通の困難さが頻

繁に見られる。また、知的障害、精神障害等、それで日常生活に支障をきたすような症

状、言動がある。あと家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全、安心の

確保が困難である。４番目として、単身世帯であるとか、同居家族が高齢、または病弱で

ある等により、家族等による支援が期待できず、かつ地域での介護サービスや生活支援の

供給が不十分であるという、この４点で、町も入って、入所判定会議なるものの中で協議

をして決めていくと。入所判定会議の前に町に打診があって、町のほうでこれに対して回

答をした者の入所判定会議が行われるのですけれども。その、今議員が言った中で、どん

な要件で入っているのかと言いますと、４番目の、いわゆるどちらかというと家族の介護

力がないとか、そういうところで入られている方がほとんどでございます。

実際に２７年度から、２７年度は特例入所を決定した方が４名いらっしゃいます。こち

らは旧みどりハイツも含めての４名になります。２８年度につきましても、４名の方が特
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例入所の申請があって入所しているということであります。都合、新規で入った方が８名

でございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ２番久保議員。

○２番（久保広幸君） 最初の歳入のほうの質問を続けさせていただきますが、２７３

ページの第２表に歳入実績の最近年度比較表の中に載せてられておりますが、前年度に比

べて減少しておりますが、交付金の金額でありますが、これには町内の第２号被保険者の

人数は全く関係しないのか。これをまずお伺いいたします。

それから２点目の歳出の質問を続けさせていただきますが、改正介護保険法の施行後

の、平成２７年４月が改正の施行でありますが、それ以前から入所されている方が要介護

２以下になった場合。それから平成２７年４月以降、改正後でありますが、以降に入所さ

れて、介護度が要介護２以下になった場合。この取り扱いは違うと思いますが、それにつ

いてお伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） 先ほどの社会保険支払基金の関係につきまし

て、町内の第２号被保険者が増減することで変わるということではございません。

それから、ちょっと回答になりきるかわかりませんけれども、制度が始まってから、入

所したときに要介護３だった方が、入所中に要介護１になったという方がございます。こ

の場合は、改めてその時点で申請をしていただいて、その申請が認められれば、そのまま

入所が継続して、入所をしていただいているという状況になっております。それ以前から

入っている方で、既に要介護１になっていたという方がもし、たしかそのときはいらっ

しゃらなかったと思うのですが、その方がいらっしゃった場合につきましては、あくまで

も施設のほうで希望書をとりまして、申請を取り直して、改めて認定をするという流れに

なっていたはずでございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、実質収支に関する調書、２７１ページについて

質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第７５号平成２８年度陸別町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認

定についてを採決します。
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この採決は、起立によって行います。

本案は、認定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第７５号は認定することに決定しました。

次に、議案第７６号平成２８年度陸別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いての質疑を行います。

歳入歳出全般についての質疑を行います。

事項別明細書は、２７８ページから２８３ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、実質収支に関する調書、２８４ページについて質疑を行い

ます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第７６号平成２８年度陸別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、認定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第７６号は認定することに決定しました。

────────────────────────────────────

◎散会の議決

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。

本日は、これにて散会したいと思います。

御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

────────────────────────────────────

◎散会宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 本日はこれにて散会します。

散会 午後 ０時０２分


